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(57)【要約】
【課題】予定通りの配達を行いやすくすることが可能な
システムの提供。
【解決手段】配達車両で配達される荷物を積み卸しする
際に、前記荷物に取り付けられたタグから読み取られた
前記荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部と、
前記荷物の積み卸しの予定情報を取得する予定情報取得
部と、前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記
予定情報に適合していない前記荷物を特定し、当該荷物
の前記予定情報を通知する通知部と、を備える配達支援
システムが構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配達車両に荷物を積み込む際に、前記荷物に取り付けられたタグから読み取られた前記
荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部と、
　前記荷物の積み込みの予定情報を取得する予定情報取得部と、
　前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記予定情報に適合していない前記荷物を
特定し、当該荷物の前記予定情報を通知する通知部と、
を備える配達支援システム。
【請求項２】
　前記予定情報は、
　　前記配達車両と、当該配達車両に積み込まれる前記荷物とを対応づけた情報を含む、
請求項１に記載の配達支援システム。
【請求項３】
　前記通知部は、
　　前記荷物情報が示す前記荷物が、当該荷物に対して前記予定情報によって対応づけら
れた前記配達車両に積み込まれていない場合、または、当該荷物に対して前記予定情報に
よって対応づけられた前記配達車両と異なる車両に積み込まれている場合に、当該荷物が
前記予定情報に適合していないとみなす、
請求項２に記載の配達支援システム。
【請求項４】
　前記通知部は、
　　前記予定情報に適合していない前記荷物を積む前記配達車両に関する情報を通知する
、
請求項２または請求項３に記載の配達支援システム。
【請求項５】
　前記通知部は、
　　前記予定情報に適合していない前記荷物に関する情報を通知する、
請求項２または請求項３に記載の配達支援システム。
【請求項６】
　前記通知部は、
　　前記荷物の積み込みが完了した後に、前記予定情報に適合していない前記荷物を特定
する、
請求項１～請求項５のいずれかに記載の配達支援システム。
【請求項７】
　配達車両に積み込まれた荷物を卸す際に、前記荷物に取り付けられたタグから読み取ら
れた前記荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部と、
　前記荷物の荷卸しの予定情報を取得する予定情報取得部と、
　前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記予定情報に適合していない前記荷物を
特定し、当該荷物の前記予定情報を通知する通知部と、
を備える配達支援システム。
【請求項８】
　前記予定情報は、
　　前記荷物と当該荷物が卸される配達地点とを対応づけた情報を含む、
請求項７に記載の配達支援システム。
【請求項９】
　前記通知部は、
　　前記荷物情報が示す前記荷物が、当該荷物に対して前記予定情報によって対応づけら
れた前記配達地点で卸されていない場合、または、当該荷物に対して前記予定情報によっ
て対応づけられた前記配達地点と異なる地点で卸された場合に、当該荷物が前記予定情報
に適合していないとみなす、
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請求項８に記載の配達支援システム。
【請求項１０】
　前記通知部は、
　　前記予定情報に適合していない前記荷物の前記配達地点に関する情報を通知する、
請求項８または請求項９に記載の配達支援システム。
【請求項１１】
　前記通知部は、
　　前記予定情報に適合していない前記荷物に関する情報を通知する、
請求項８～請求項１０のいずれかに記載の配達支援システム。
【請求項１２】
　前記通知部は、
　　現在の前記配達地点を通知する、
請求項８～請求項１１のいずれかに記載の配達支援システム。
【請求項１３】
　前記通知部は、
　　前記荷物の荷卸しが完了した後に、前記予定情報に適合していない前記荷物を特定す
る、
請求項７～請求項１２のいずれかに記載の配達支援システム。
【請求項１４】
　配達車両で配達される荷物を積み卸しする際に、前記荷物に取り付けられたタグから読
み取られた前記荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部と、
　前記荷物の積み卸しの予定情報を取得する予定情報取得部と、
　前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記予定情報に適合していない前記荷物を
特定し、当該荷物の前記予定情報を通知する通知部と、
を備える配達支援システム。
【請求項１５】
　コンピュータを、
　配達車両に荷物を積み込む際に、前記荷物に取り付けられたタグから読み取られた前記
荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部、
　前記荷物の積み込みの予定情報を取得する予定情報取得部、
　前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記予定情報に適合していない前記荷物を
特定し、当該荷物の前記予定情報を通知する通知部、
として機能させる配達支援プログラム。
【請求項１６】
　コンピュータを、
　配達車両に積み込まれた荷物を卸す際に、前記荷物に取り付けられたタグから読み取ら
れた前記荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部、
　前記荷物の荷卸しの予定情報を取得する予定情報取得部、
　前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記予定情報に適合していない前記荷物を
特定し、当該荷物の前記予定情報を通知する通知部、
として機能させる配達支援プログラム。
【請求項１７】
　コンピュータを、
　配達車両で配達される荷物を積み卸しする際に、前記荷物に取り付けられたタグから読
み取られた前記荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部、
　前記荷物の積み卸しの予定情報を取得する予定情報取得部、
　前記荷物情報と前記予定情報とに基づいて、前記予定情報に適合していない前記荷物を
特定し、当該荷物の前記予定情報を通知する通知部、
として機能させる配達支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配達支援システムおよび配達支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、荷卸し作業を効率的に実施可能にするための技術が知られている。例えば、特許
文献１においては、ＩＣタグによって積み卸しする全ての荷物について正誤を判断し、作
業者に通知する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３２０１２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術においては、積み卸しの予定と異なる行動が行われた場合に、どういう行動
をとれば予定通りになるのか、わかりにくかった。例えば、特許文献１に開示された技術
においては、積み卸しする荷物の正誤が作業者に通知されるが、当該荷物をどのように扱
えば予定に適合させることができるのかすぐにはわからない。
  本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、予定通りの配達を行いやすくするこ
とが可能なシステムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、配達支援システムは、配達車両に荷物を積み込む際に、荷
物に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部
と、荷物の積み込みの予定情報を取得する予定情報取得部と、荷物情報と予定情報とに基
づいて、予定情報に適合していない荷物を特定し、当該荷物の予定情報を通知する通知部
と、を備える。
【０００６】
　また、配達支援プログラムは、コンピュータを、配達車両に荷物を積み込む際に、荷物
に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得部、
荷物の積み込みの予定情報を取得する予定情報取得部、荷物情報と予定情報とに基づいて
、予定情報に適合していない荷物を特定し、当該荷物の予定情報を通知する通知部、とし
て機能させる。
【０００７】
　すなわち、配達支援システム、配達支援プログラムにおいては、荷物の積み込みにおい
て、予定情報に適合していない荷物が発生した場合に、当該荷物の予定情報を通知する。
従って、荷物の積み込みの際に予定と異なる作業を行った配達者は、当該荷物を本来どう
すべきであったのか知ることができる。この結果、配達者は、自身が行うべき行動を認識
することができる。従って、配達者が当該行動を行うことですぐに誤った行動を正すこと
ができ、予定通りの配達を行いやすくすることが可能である。
【０００８】
　さらに、上記の目的を達成するため、配達支援システムは、配達車両に積み込まれた荷
物を卸す際に、荷物に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得す
る荷物情報取得部と、荷物の荷卸しの予定情報を取得する予定情報取得部と、荷物情報と
予定情報とに基づいて、予定情報に適合していない荷物を特定し、当該荷物の予定情報を
通知する通知部と、を備える。
【０００９】
　さらに、配達支援プログラムは、コンピュータを、配達車両に積み込まれた荷物を卸す
際に、荷物に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得する荷物情
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報取得部、荷物の荷卸しの予定情報を取得する予定情報取得部、荷物情報と予定情報とに
基づいて、予定情報に適合していない荷物を特定し、当該荷物の予定情報を通知する通知
部、として機能させる。
【００１０】
　すなわち、配達支援システム、配達支援プログラムにおいては、荷卸しにおいて、予定
情報に適合していない荷物が発生した場合に、当該荷物の予定情報を通知する。従って、
荷卸しの際に予定と異なる作業を行った配達者は、当該荷物を本来どうすべきであったの
か知ることができる。この結果、配達者は、自身が行うべき行動を認識することができる
。従って、配達者が当該行動を行うことですぐに誤った行動を正すことができ、予定通り
の配達を行いやすくすることが可能である。
【００１１】
　さらに、上記の目的を達成するため、配達車両で配達される荷物を積み卸しする際に、
荷物に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得する荷物情報取得
部と、荷物の積み卸しの予定情報を取得する予定情報取得部と、荷物情報と予定情報とに
基づいて、予定情報に適合していない荷物を特定し、当該荷物の予定情報を通知する通知
部と、を備える。
【００１２】
　さらに、配達支援プログラムは、コンピュータを、配達車両で配達される荷物を積み卸
しする際に、荷物に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得する
荷物情報取得部、荷物の積み卸しの予定情報を取得する予定情報取得部、荷物情報と予定
情報とに基づいて、予定情報に適合していない荷物を特定し、当該荷物の予定情報を通知
する通知部、として機能させる。
【００１３】
　すなわち、配達支援システム、配達支援プログラムにおいては、荷物の積み卸しにおい
て、予定情報に適合していない荷物が発生した場合に、当該荷物の予定情報を通知する。
従って、荷物の積み卸しの際に予定と異なる作業を行った配達者は、当該荷物を本来どう
すべきであったのか知ることができる。この結果、配達者は、自身が行うべき行動を認識
することができる。従って、配達者が当該行動を行うことですぐに誤った行動を正すこと
ができ、予定通りの配達を行いやすくすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】配達支援システムのブロック図である。
【図２】予定情報を示す図である。
【図３】図３Ａは積み忘れ通知処理のフローチャート、図３Ｂは積み忘れ通知の例を示す
図である。
【図４】図４Ａは積み間違い通知処理のフローチャート、図４Ｂは積み間違い通知の例を
示す図である。
【図５】図５Ａは荷卸し忘れ通知処理のフローチャート、図５Ｂは荷卸し忘れ通知の例を
示す図である。
【図６】図６Ａは荷卸し間違い通知処理のフローチャート、図６Ｂは荷卸し間違い通知の
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）配達支援システムの構成：
（２）積み忘れ通知処理：
（３）積み間違い通知処理：
（４）荷卸し忘れ通知処理：
（５）荷卸し間違い通知処理：
（６）他の実施形態：
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【００１６】
　（１）配達支援システム構成：
  図１は、本発明にかかる配達支援システム１０の構成を示すブロック図である。本実施
形態においては、配達地点となる複数の店舗を運営する会社が、各配達地点に配達すべき
荷物とその配達順序を決定し、配達業者に配達を依頼する。配達業者は、複数の配達車両
を所有しており、依頼通りの配達順序で荷物を配達するための配達車両を手配し、配達を
行う。
【００１７】
　このような配達を行うために、配達業者は配達の予定を示す予定情報を作成し、予定情
報管理サーバ１００に送信する。予定情報管理サーバ１００は、図示しない記録媒体に予
定情報を格納し、図示しない制御部によってプログラムを実行することで、配達車両に予
定情報を配信する。各配達車両においては、当該予定情報に基づいて、予定通りの配達を
行うための作業が行われる。
【００１８】
　本実施形態においては、配達車両に備える装置が協働して配達を支援する。配達車両は
荷室を有する車両（例えば、トラック）であり、荷室にはＩＣタグの読取部５０が設置さ
れている。読取部５０は、荷室に積載された荷物５０ａに取り付けられたＩＣタグを読取
可能であり、既定の期間毎にＩＣタグの読取を行う。
【００１９】
　配達車両の車室にはナビゲーションシステム６０が設置されている。ナビゲーションシ
ステム６０は、図示しない現在地取得部（ＧＮＳＳ信号受信部、車速センサ、ジャイロセ
ンサ等）および地図情報を記録した図示しない記録媒体を備えている。配達者または配達
の管理者は、ナビゲーションシステム６０に配達経路を探索させることができる。ナビゲ
ーションシステム６０は、現在地取得部によって現在地を取得し、地図情報を参照して、
配達経路に沿って配達車両を誘導するための案内を行う。なお、本実施形態において、配
達経路は、出発地から配達順序（路順）に従って配達地点を経由し、再度出発地に戻る経
路である。むろん、配達経路は、ナビゲーションシステム６０で探索される構成に限定さ
れず、配達の管理者等によって予め生成されてもよい。
【００２０】
　配達支援システム１０は、配達車両に取り付けられるコンピュータであり、本実施形態
においては、荷室の扉に取り付けられたタブレット端末によって配達支援システム１０が
構成される。配達支援システム１０は、制御部２０、記録媒体３０、通信部４０、ユーザ
Ｉ／Ｆ部４１を備えている。
【００２１】
　通信部４０は、他の装置と通信を行う回路を備えている。制御部２０は、通信部４０を
介して予定情報管理サーバ１００、ナビゲーションシステム６０、読取部５０と通信を行
うことが可能である。通信部４０においては、異なる通信規格の通信が実行可能であって
もよい。例えば、予定情報管理サーバ１００との通信は広域通信可能な規格によってイン
ターネットを介して実現され、ナビゲーションシステム６０および読取部５０との通信は
近距離通信規格によって実現される構成等を採用可能である。
【００２２】
　ユーザＩ／Ｆ部４１は、利用者に各種の情報を提供し、配達者等の指示を入力するため
のインタフェース部であり、本実施形態においては、タッチパネルディスプレイである。
すなわち、制御部２０は、タッチパネルディスプレイを制御して各種の情報を表示させる
ことが可能である。また、配達者はタッチ操作によって各種の入力を行うことが可能であ
り、制御部２０は、当該入力に基づいて利用者の指示を取得することができる。
【００２３】
　制御部２０は、図示しないＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備えており、記録媒体３０等に
記録されたプログラムを実行可能である。本実施形態においては、このプログラムに配達
支援プログラム２１が含まれている。配達支援プログラム２１は、荷物情報取得部２１ａ
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、予定情報取得部２１ｂ、通知部２１ｃを備えている。荷物情報取得部２１ａは、配達車
両で配達される荷物を積み卸しする際に、荷物に取り付けられたタグから読み取られた荷
物を示す荷物情報を取得する機能を制御部２０に実行させるプログラムモジュールである
。
【００２４】
　すなわち、制御部２０は、任意のタイミングで読取部５０に制御信号を出力し、読取部
５０を制御して荷物５０ａに取り付けられたＩＣタグの読取を実行させる。読取部５０は
、読み取られたＩＣタグの識別情報（ＲＦＩＤと呼ぶ）を取得し、送信する。制御部２０
は、送信されたＲＦＩＤを取得し、当該ＲＦＩＤに対応するＩＣタグが取り付けられた荷
物が配達車両に積載されているとみなす。そして、制御部２０は、取得したＲＦＩＤを荷
物情報３０ａとし、記録媒体３０に記録する。
【００２５】
　本実施形態において制御部２０は、このような読取部５０による読取を、少なくとも荷
物の積み込み作業が行われている過程および荷卸し作業が行われている過程において定期
的に実行させる。この結果、荷物が配達車両の荷室に積み込まれると、当該荷物に取り付
けられたＩＣタグのＲＦＩＤがすぐに検出され、当該ＲＦＩＤを追加するように荷物情報
３０ａが更新される。この場合、制御部２０は、荷物情報３０ａを参照することで、当該
荷物が積載されたと認識する。また、荷物が配達車両の荷室から荷卸しされると、当該荷
物に取り付けられたＩＣタグのＲＦＩＤがすぐに検知されない状態になり、当該ＲＦＩＤ
を削除するように荷物情報３０ａが更新される。この場合、制御部２０は、荷物情報３０
ａを参照することで、当該荷物が荷卸しされたと認識する。
【００２６】
　なお、本実施形態において、読取部５０は、配達業者が管理する複数の配達車両のそれ
ぞれに備えられている。また、読取部５０が備える図示しない記憶媒体には、読取部５０
が備え付けられた配達車両の識別番号が記録されている。そして、読取部５０は、荷物情
報を送信する際に、当該識別番号を対応づけて送信する。このため、制御部２０は、荷物
情報を参照することで、荷物情報が示す荷物が積載された配達車両の識別情報を特定する
ことが可能である。すなわち、制御部２０は、積載された荷物と、荷物を積載した配達車
両とを特定可能である。
【００２７】
　予定情報取得部２１ｂは、荷物の積み卸しの予定情報を取得する機能を制御部２０に実
行させるプログラムモジュールである。本実施形態において予定情報は、荷物の積み込み
の予定と、荷物の荷卸しの予定とを含む。荷物の積み込みの予定には、配達車両と、当該
配達車両に積み込まれる荷物とを対応づけた情報が含まれる。荷物の荷卸しの予定には、
荷物と当該荷物が卸される配達地点とを対応づけた情報が含まれる。
【００２８】
　図２は、予定情報の一例を示す図である。本実施形態にかかる予定情報においては、各
荷物に取り付けられたＩＣタグのＲＦＩＤに対して、配達車両に関連する情報と、配達地
点に関連する情報と、商品に関連する情報とが対応づけられている。
【００２９】
　具体的には、配達車両に関連する情報としては、配達車両の識別情報と各配達車両で配
達を行うべきコースのコース名、当該コース名に付与されたコース番号が含まれている。
すなわち、１台の配達車両には予め決められたコースを巡回して配達を行うように作業予
定が割り振られ、コースには名称と番号（識別情報）とが対応づけられる。例えば、図２
に示す配達車両「Ｔ００１」には、コース名が「Ａ地区１」、コース番号が「Ｃ００１」
であるコースが割り振られ、各荷物に対応づけられて予定情報に記述されている。
【００３０】
　配達地点に関連する情報には、配達地点への配達順序である路順、配達地点に付与され
た配達地点番号、配達地点の名称が含まれている。すなわち、各配達車両が配達地点に到
達すべき順序は路順として決められており、各路順で到達すべき配達地点には番号が付与
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されている。また、本実施形態において配達地点は店舗であり名称があり、これらの情報
が各荷物に対応づけられる。例えば、図２に示す「店舗ａ」には配達地点番号「Ｓ００１
」が割り振られ、「店舗ａ」は配達車両「Ｔ００１」で最初に到達すべき配達地点、すな
わち、路順「０１」であることが決められ、各荷物に対応づけられて予定情報に記述され
ている。
【００３１】
　商品に関連する情報には、商品名、カラーコードが含まれている。本実施形態において
、荷物は、複数の商品を入れることができる箱（番重）であり、一つの箱には１種類の商
品が入れられる。そこで、一つの荷物としての箱に入れられる商品の種類に対応した商品
名が荷物を示すＲＦＩＤに対応づけられる。また、本実施形態においては、配達者が一見
して荷物の種類を識別できるように、一定の大きさの矩形を一定の間隔で並べて着色し、
色の並び順で商品を示すカラーコードが予め定義される。予定情報においては、各荷物に
対して商品を示すカラーコードが貼り付けられ、予定情報３０ｂにも記述される。例えば
、図２に示す例においては、赤をＲ，緑をＧ、青をＢで示しており、商品が弁当である場
合、ＲＲＧＲ（赤赤緑赤）の順に着色された矩形が並べられて示される。このため、予定
情報においては、商品が弁当である荷物に当該カラーコードが対応づけられる。
【００３２】
　なお、本実施形態において、配達車両に関連する情報と、配達地点に関連する情報と、
商品に関連する情報とのそれぞれには、複数の種類の情報が含まれているが、複数の種類
の少なくとも１種が省略されてもよい。例えば、配達車両に関連する情報の中で、コース
名とコース番号と配達車両とのいずれか１個以上が省略されていてもよい。
【００３３】
　制御部２０は、少なくとも荷物の積み込みを行う前に、通信部４０を介して予定情報管
理サーバ１００から予定情報を取得し、予定情報３０ｂとして記録媒体３０に記録する。
なお、本実施形態における予定情報には、配達業者が管理する全ての配達車両の予定が含
まれ、各配達車両で配達すべき荷物の全ての予定が含まれている。すなわち、本実施形態
において予定情報は、配達車両毎の予定に分割されない状態で、各配達車両に配信される
。このため、各配達車両の配達支援システム１０に記録される予定情報３０ｂには、全て
の配達車両にて扱う全ての荷物についての情報が含まれている。
【００３４】
　通知部２１ｃは、荷物情報と予定情報とに基づいて、予定情報に適合していない荷物を
特定し、当該荷物の予定情報を通知する機能を制御部２０に実行させるプログラムモジュ
ールである。具体的には、制御部２０は、荷物情報が示す荷物が、当該荷物に対して予定
情報によって対応づけられた配達車両に積み込まれていない場合、すなわち、荷物の積み
忘れが発生した場合に、当該荷物が予定情報に適合していないと判定する。
【００３５】
　また、制御部２０は、荷物情報が示す荷物が、当該荷物に対して予定情報によって対応
づけられた配達車両と異なる車両に積み込まれている場合、すなわち、荷物の積み間違い
が発生した場合に、当該荷物が予定情報に適合していないと判定する。さらに、制御部２
０は、荷物情報が示す荷物が、当該荷物に対して予定情報によって対応づけられた配達地
点で卸されていない場合、すなわち、荷卸し忘れが発生した場合に、当該荷物が予定情報
に適合していないと判定する。さらに、制御部２０は、荷物情報が示す荷物が、当該荷物
に対して予定情報によって対応づけられた配達地点と異なる地点で卸された場合に、当該
荷物が予定情報に適合していないと判定する。
【００３６】
　予定情報に適合していない荷物が存在する場合、制御部２０は、通知部２１ｃの機能に
より、当該荷物の予定情報を通知する。すなわち、制御部２０は、ユーザＩ／Ｆ部４１を
制御して、当該荷物の予定情報をタッチパネルディスプレイに表示させる。この際、制御
部２０は、予定に適合していない荷物の本来の予定をタッチパネルディスプレイに表示さ
せることにより、配達者が当該荷物を予定通りに配達するために必要な行動がわかるよう
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に通知を行うことができればよい。
【００３７】
　従って、通知の内容は、予定情報に適合していない荷物についての予定の全てであって
もよいし、少なくとも本来の予定がわかるような内容の通知であってもよい。例えば、配
達車両に対する荷物の積み忘れが発生している場合、少なくとも、予定に適合していない
荷物に関する情報が通知されると好ましい。予定に適合していない荷物に関する情報とし
ては、当該荷物自体を示す情報（積み込まれるべき荷物のＲＦＩＤや商品名、カラーコー
ド等を示す情報）であってもよいし、当該荷物を間接的に示す情報（例えば、荷物の保管
場所等）であってもよい。この構成によれば、配達者は、通知に基づいて積み忘れた荷物
を容易に特定し、積み込み作業を行うことで容易に予定に適合させるための作業を行うこ
とが可能である。
【００３８】
　荷物の積み間違いが発生している場合、少なくとも、予定に適合していない荷物を積む
配達車両に関する情報が通知されると好ましい。荷物を積む配達車両に関する情報として
は、当該配達車両自体を示す情報（配達車両の識別情報等）であってもよいし、配達車両
に対応づけられた情報（例えば、配達車両での配達が予定されているコースのコース名や
コース番号等）であってもよい。この構成によれば、配達者は、積み間違えた荷物が本来
積まれるべき配達車両を容易に特定し、間違いを正すことができる。
【００３９】
　荷卸し忘れが発生している場合、少なくとも、予定情報に適合していない荷物に関する
情報が通知されると好ましい。予定に適合していない荷物に関する情報としては、当該荷
物自体を示す情報（積み込まれるべき荷物のＲＦＩＤや商品名、カラーコード等を示す情
報）であってもよいし、当該荷物を間接的に示す情報（例えば、荷物の積載位置等）であ
ってもよい。この構成によれば、配達者は、通知に基づいて荷卸し忘れた荷物を容易に特
定し、当該荷物を荷卸しすることで容易に予定に適合させるための作業を行うことが可能
である。
【００４０】
　荷卸し間違いが発生している場合、少なくとも、予定情報に適合していない荷物の配達
地点に関する情報が通知されると好ましい。荷物の配達地点に関する情報としては、配達
地点を直接的に示す情報（例えば、店舗名や座標、配達地点の番号等）であってもよいし
、配達地点を間接的に示す情報（例えば、コースにおける配達順序（路順）等）であって
もよい。この構成によれば、配達者は、荷卸しを間違えた荷物を特定し、当該荷物を再度
荷室に積載することで容易に予定に適合させるための作業を行うことが可能である。
【００４１】
　なお、制御部２０は、現在の配達地点を通知してもよい。この構成によれば、配達者は
、現在の配達地点と、荷卸し間違いを行った荷物の本来の配達地点との関係を把握しやす
くなる。
【００４２】
　（２）積み忘れ通知処理：
  次に、制御部２０が実行する配達支援処理を説明する。本実施形態において、配達支援
処理は、積み忘れ通知処理、積み間違い通知処理、荷卸し忘れ通知処理、荷卸し間違い通
知処理を含む。本実施形態においては、これらの処理を含む配達支援処理が実行される前
に、予め各配達車両の荷室の扉に配達支援システム１０が取り付けられ、予定情報管理サ
ーバ１００から予定情報３０ｂが配信され、記録媒体３０に記録されている。積み忘れ通
知処理と積み間違い通知処理は、配達車両が出発地に存在し、荷室に荷物が積み込まれて
いない状態で実行開始される。荷卸し忘れ通知処理と、荷卸し間違い通知処理は、配達車
両に対する荷物の積み込みが完了して配達車両が出発地を出発した場合に実行開始される
。
【００４３】
　図３Ａは、積み忘れ通知処理のフローチャートを示す図である。制御部２０は、図３Ａ
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に示す積み忘れ通知処理を実行する。以後、１台の配達車両に着目して処理を説明する。
積み忘れ通知処理が開始された状態で、配達者は、荷物の積み込み作業を開始する。積み
忘れ通知処理が開始されると、制御部２０は、予定情報取得部２１ｂの機能により、予定
情報を取得する（ステップＳ１００）。すなわち、制御部２０は、記録媒体３０を参照し
、予定情報３０ｂを取得する。
【００４４】
　次に、制御部２０は、荷物情報取得部２１ａの機能により、荷物情報を取得する（ステ
ップＳ１０５）。すなわち、制御部２０は、通信部４０を介して読取部５０に制御指示を
出力し、荷室内の荷物５０ａに取り付けられたＩＣタグの読取を行わせる。読取が行われ
ると、読取部５０は、読み取った荷物のＲＦＩＤを示す情報に、読取部５０が取り付けら
れた配達車両の識別情報を対応付け、荷物情報として送信する。制御部２０は、通信部４
０を介して荷物情報を取得し、記録媒体３０に荷物情報３０ａとして保存する。
【００４５】
　なお、荷物情報の取得は、予め決められた短い一定期間毎（例えば、１００ｍｓ毎）に
繰り返し実行される。このため、荷物が荷室に積み込まれると、荷物情報３０ａは積み込
まれた荷物を含む情報となる。また、荷物が荷卸しされると、荷物情報３０ａは荷卸しさ
れた荷物を含まない情報となる。このため、荷物情報３０ａは、ほぼリアルタイムで荷室
に積載された荷物を示す情報となっている。むろん、読取部５０による読取は、既定のト
リガ（例えば、積み忘れ通知処理の終了等）に伴って終了されてよい。
【００４６】
　次に、制御部２０は、積み込み終了指示が行われたか否かを判定する（ステップＳ１１
０）。すなわち、本実施形態においては、通常、複数の配達地点のそれぞれに配達される
複数の荷物が、出発地において配達車両に積み込まれる。配達者は、全ての配達地点への
荷物の全てを積み込むと、ユーザＩ／Ｆ部４１であるタッチパネルディスプレイを操作し
て積み込み終了指示を行う。配達者が当該積み込み終了指示を行うと、制御部２０は、ス
テップＳ１１０において積み込み終了指示が行われたと判定する。ステップＳ１１０にお
いて、積み込み終了指示が行われたと判定されない場合、制御部２０は、ステップＳ１０
５に戻って処理を繰り返す。
【００４７】
　ステップＳ１１０において、積み込み終了指示が行われたと判定された場合、制御部２
０は、通知部２１ｃの機能により、配達車両を特定する（ステップＳ１１５）。すなわち
、制御部２０は、記録媒体３０に記録された荷物情報３０ａを参照し、荷物情報３０ａに
対応づけられた配達車両の識別情報を特定する。この結果、制御部２０は、配達支援シス
テム１０が取り付けられた配達車両が当該識別情報の車両であると特定する。
【００４８】
　次に、制御部２０は、通知部２１ｃの機能により、積み込む予定の荷物を特定する（ス
テップＳ１２０）。すなわち、制御部２０は、ステップＳ１０５で取得された荷物情報を
参照し、ステップＳ１１０で特定された配達車両による配達が予定された荷物を特定する
。例えば、配達車両が、図２に示す識別情報Ｔ００１の車両である場合、制御部２０は、
識別情報Ｔ００１が対応づけられた荷物のＲＦＩＤを取得し、積み込む予定の荷物とみな
す。
【００４９】
　次に、制御部２０は、通知部２１ｃの機能により、積み忘れがあるか否かを判定する（
ステップＳ１２５）。すなわち、制御部２０は、ステップＳ１２０で特定された積み込む
予定の荷物と、ステップＳ１０５で取得された現在積み込まれている荷物情報とを比較し
、積み込む予定の荷物の一つでも現在積み込まれている荷物と一致していない場合に、積
み忘れがあると判定する。
【００５０】
　ステップＳ１２５において、積み忘れがあると判定された場合、制御部２０は、積み忘
れた荷物を通知する（ステップＳ１３０）。すなわち、制御部２０は、ユーザＩ／Ｆ部４
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１を制御し、タッチパネルディスプレイに積み忘れを通知するための画面を表示させる。
この際、制御部２０は、予定情報３０ｂに基づいて積み忘れた荷物を示す情報を特定し、
タッチパネルディスプレイに表示させる。
【００５１】
　図３Ｂは、当該通知の例である。図３Ｂにおいては、積み忘れの通知であることが画面
上部に示される。また、画面右側には、配達者が作業中の配達車両が辿るべきコースの路
順０１～０４が示されており、各路順（配達地点）で卸すべき荷物の数とその荷物の中で
現在積み込まれている荷物の数が示されている。例えば、路順０１では、配達すべき荷物
の数が５に対し、現在積み込まれている荷物の数が４であるため、この路順０１の配達地
点に配達される荷物を一つ積み忘れていることがわかる。図３Ｂに示す例においては、路
順０２の配達地点に配達される荷物も一つ積み忘れていることが想定されている。
【００５２】
　図３Ｂの画面左側には、配達者が積み忘れた荷物を示す情報が表示される。このような
積み忘れが発生した場合の通知においては、予定に適合していない荷物に関する情報が通
知されると好ましいが、図３Ｂに示す例においては、配達者が積み忘れた荷物のそれぞれ
の予定情報が表示される。例えば、図３Ｂにおいては、図２に示すＲＦＩＤ００１、ＲＦ
ＩＤ００６が積み忘れの荷物であることが想定されており、ＲＦＩＤを除く全ての予定情
報が表示されている。当該予定情報には、商品名やカラーコード、積載されるべき配達車
両の識別情報などの、荷物に関する情報が含まれている。配達者は、この通知に基づいて
、路順０１への荷物と路順０２への荷物とを積み忘れたことを認識し、例えば、カラーコ
ードや商品名等に基づいて正しい荷物を探し出し、配達車両に積載する。
【００５３】
　ステップＳ１２５において、積み忘れがあると判定されない場合、制御部２０は、ステ
ップＳ１３０をスキップする。積み込み作業が終了すると、配達者は、配達車両を運転し
て配達を開始する。なお、以上の処理において、積み忘れが発生したか否かは、積み込み
終了指示が行われた後に判定される。すなわち、積み込み終了指示は、配達者が積み込み
を終了したと考えたタイミングで実施されるため、このタイミングで積み忘れの有無を確
認することにより、積み忘れが発生したままで出発されることを防止することができる。
【００５４】
　なお、積み込み作業が終了しておらず、積み込み済の荷物が予定通りでない状態でステ
ップＳ１２５の判定が行われる構成にすると、積み込み作業中に継続して通知が行われる
。この場合、通知されている状態が通常の状態になってしまい、通知の効果が薄れてしま
う。しかし、積み込み終了指示が行われた場合に積み忘れの発生を判定し、積み忘れの発
生の際に通知することにより、効果的に積み忘れを通知することができる。
【００５５】
　（３）積み間違い通知処理：
  次に、積み間違い通知処理を説明する。積み間違い通知処理も配達車両が出発地に存在
し、荷室に荷物が積み込まれていない状態で実行開始される。従って、本実施形態におい
て、積み忘れ通知処理と積み間違い通知処理とは並行して実行される。
【００５６】
　図４Ａは、積み間違い通知処理のフローチャートを示す図である。複数の配達車両のそ
れぞれに取り付けられた配達支援システム１０のそれぞれにおいて、制御部２０は、図４
Ａに示す積み間違い通知処理を実行する。ここでも１台の配達車両に着目して処理を説明
する。積み間違い通知処理が開始された状態で配達者は、荷物の積み込み作業を開始する
。積み間違い通知処理と積み忘れ通知処理とは類似の処理を有している。
【００５７】
　本実施形態においては、ステップＳ２００，Ｓ２０５，Ｓ２１５，Ｓ２２０が積み忘れ
通知処理のステップＳ１００，Ｓ１０５，Ｓ１１５，Ｓ１２０と同様の処理になっている
。ただし、ステップＳ２００～Ｓ２２０の処理にステップＳ１１０に相当する判定処理は
存在せず、ステップＳ２３０以後にステップＳ２０５に戻るフローチャートが採用されて
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いる。従って、本実施形態においては、ステップＳ２０５で取得された荷物情報に基づい
てステップＳ２２５の判定（後述）が行われ、その後、ステップＳ２０５に戻る処理が繰
り返される。この結果、配達車両内の荷室に積み込まれた荷物が変化するたびに、その内
容に応じた判定が行われる処理となる。
【００５８】
　積み間違い通知処理においては、ステップＳ２２０において積み込む予定の荷物が特定
されると、制御部２０は、通知部２１ｃの機能により、積み間違いがあるか否かを判定す
る（ステップＳ２２５）。すなわち、制御部２０は、ステップＳ２２０で特定された積み
込む予定の荷物と、ステップＳ２０５で取得された現在積み込まれている荷物情報とを比
較し、現在積み込まれている荷物が、配達車両に積み込まれる荷物でない場合に、積み間
違いがあると判定する。
【００５９】
　ステップＳ２２５において、積み間違いがあると判定された場合、制御部２０は、間違
えた荷物と当該荷物を積む配達車両とを通知する（ステップＳ２３０）。すなわち、制御
部２０は、ユーザＩ／Ｆ部４１を制御し、タッチパネルディスプレイに積み間違いを通知
するための画面を表示させる。この際、制御部２０は、予定情報３０ｂに基づいて積み間
違えた荷物を示す情報を特定し、タッチパネルディスプレイに表示させる。さらに、制御
部２０は、予定情報３０ｂに基づいて当該荷物に対応づけられた配達車両に関する情報を
取得し、タッチパネルディスプレイに表示させる。
【００６０】
　図４Ｂは、当該通知の例である。図４Ｂにおいては、積み間違いの通知であることが画
面上部に示される。また、画面右側には、配達者が担当している配達コースのコース番号
Ｃ００１が示されている。図４Ｂに示す例においては、コース番号Ｃ００１の配達に利用
される配達車両（図２に示す識別情報Ｔ００１の配達車両）に、コース番号Ｃ００２の荷
物が積み込まれた状態が想定されている。
【００６１】
　この場合、当該荷物は積み間違いであり、図４Ｂの画面左側には、配達者が積み間違え
た荷物を示す情報が表示される。このような積み間違いが発生した場合の通知においては
、予定に適合していない荷物を積む配達車両に関する情報が通知されると好ましいが、図
４Ｂに示す例においては、配達者が積み間違えた荷物の予定情報が表示される。例えば、
図４Ｂにおいては、図２に示すＲＦＩＤを除く全ての予定情報が表示されている。当該予
定情報には、コース名やコース番号、配達車両の識別情報などの、荷物を積む配達車両に
関する情報が含まれている。配達者は、この通知に基づいて、間違えて荷室に積載された
荷物を特定し、当該荷物を積み込むべき配達車両を、例えば、コース名やコース番号、配
達車両の識別情報等に基づいて特定し、本来の配達車両に積み込まれるように手配するこ
とができる。
【００６２】
　ステップＳ２２５において、積み間違いがあると判定されない場合、制御部２０は、ス
テップＳ２３０をスキップする。ステップＳ２３０が実行された場合、またはスキップさ
れた場合、制御部２０は、ステップＳ２０５を繰り返す。積み込み作業が終了すると、配
達者は、配達車両を運転して配達を開始する。運転が開始されると、積み間違い通知処理
は終了されてよい。
【００６３】
　なお、以上の処理において、積み間違いが発生したか否かは、ほぼリアルタイムで判定
され、積み間違いが発生した場合に通知される。すなわち、ステップＳ２０５における荷
物情報の取得は、短い間隔で繰り返して実行されるため、荷物情報３０ａはほぼリアルタ
イムで更新される。このため、ステップＳ２０５～Ｓ２３０が繰り返されることにより、
配達者が荷物の積み間違いをした場合、ほぼリアルタイムで荷物の積み間違いの通知を受
けることができる。
【００６４】
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　（４）荷卸し忘れ通知処理：
  次に、荷卸し忘れ通知処理を説明する。荷卸し忘れ通知処理は、配達車両が出発地から
出発した後に実行される。図５Ａは、荷卸し忘れ通知処理のフローチャートを示す図であ
る。複数の配達車両のそれぞれに取り付けられた配達支援システム１０のそれぞれにおい
て、制御部２０は、図５Ａに示す荷卸し忘れ通知処理を実行する。ここでも１台の配達車
両に着目して処理を説明する。荷卸し忘れ通知処理が開始された状態で配達者は、配達車
両を運転し、路順に従って配達地点を訪問し、各配達地点で荷卸しを行う。
【００６５】
　荷卸し忘れ通知処理と積み忘れ通知処理とは類似の処理を有している。本実施形態にお
いては、ステップＳ３０２～Ｓ３３０が積み忘れ通知処理のステップＳ１００～Ｓ１３０
と同様の処理になっている。ただし、ステップＳＳ３１０，Ｓ３２５，Ｓ３３０の処理が
積み忘れ通知処理と異なっており、ステップＳ３００の判定が存在する点も積み忘れ通知
処理と異なっている。
【００６６】
　以下、積み忘れ通知処理と異なる点を中心に説明する。ステップＳ３００において、制
御部２０は、通知部２１ｃの機能により、配達地点に到着したか否かを判定する。すなわ
ち、制御部２０は、通信部４０を介してナビゲーションシステム６０と通信を行い、ナビ
ゲーションシステム６０によって検出された現在地を取得する。現在地は、種々の手法で
定義されてよいが、本実施形態においてナビゲーションシステム６０は、配達車両が施設
に存在する場合に、図示しない地図情報に基づいて配達車両が存在する施設名を現在地と
して取得する。ナビゲーションシステム６０は、配達車両が施設に存在しない場合、座標
によって現在地を取得する。
【００６７】
　制御部２０は、通知部２１ｃの機能により、配達車両が存在する現在地が、予定情報３
０ｂに規定された配達地点であるか否かを、店舗名によって判定する。すなわち、配達車
両の現在地が施設である場合、当該施設としての店舗の名称等が現在地として規定される
。そこで、制御部２０は、現在地が予定情報３０ｂに規定された配達地点であるか否かを
、店舗名によって判定する。
【００６８】
　配達地点であると判定されない場合、制御部２０は、一定期間毎にステップＳ３００の
判定を繰り返す。ステップＳ３００において、配達地点であると判定された場合、配達者
が配達地点で荷卸しを開始していると推定され、制御部２０は、ステップＳ３０２以降を
開始する。ステップＳ１００，Ｓ１０５と同様のステップＳ３０２，Ｓ３０５を経て、制
御部２０は、荷卸し終了指示がなされたか否かを判定する（ステップＳ３１０）。
【００６９】
　すなわち、配達地点においては、通常、複数の配達地点のそれぞれに配達される複数の
荷物が荷卸しされる。配達者は、特定の配達地点への荷物の全てを荷卸しすると、ユーザ
Ｉ／Ｆ部４１であるタッチパネルディスプレイを操作して荷卸し終了指示を行う。配達者
が当該荷卸し終了指示を行うと、制御部２０は、ステップＳ３１０において荷卸し終了指
示が行われたと判定する。ステップＳ３１０において、荷卸し終了指示が行われたと判定
されない場合、制御部２０は、ステップＳ３０５に戻って処理を繰り返す。
【００７０】
　この後、制御部２０は、ステップＳ３１５において配達車両を特定し、ステップＳ３２
０において、荷卸し予定の荷物を特定する（ステップＳ３２０）。すなわち、制御部２０
は、ステップＳ３０２で取得された予定情報を参照し、ステップＳ３１５で特定された配
達車両が、ステップＳ３００で特定された配達地点に配達すべき荷物を特定する。例えば
、配達車両が図２に示す識別情報Ｔ００１の配達車両であり、配達地点が図２に示す店舗
ｂである場合、制御部２０は、ＲＦＩＤがＲＦ００６，ＲＦ００７の荷物が荷卸し予定の
荷物であると特定する。
【００７１】
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　次に、制御部２０は、通知部２１ｃの機能により、荷卸し忘れがあるか否かを判定する
（ステップＳ３２５）。すなわち、制御部２０は、ステップＳ３２０で特定された荷卸し
予定の荷物と、ステップＳ３０５で取得された現在積み込まれている荷物情報とを比較し
、現在積み込まれている荷物の中に、荷卸し予定の荷物が含まれている場合に、荷卸し忘
れがあると判定する。
【００７２】
　ステップＳ３２５において、荷卸し忘れがあると判定された場合、制御部２０は、荷卸
し忘れた荷物を通知する（ステップＳ３３０）。すなわち、制御部２０は、ユーザＩ／Ｆ
部４１を制御し、タッチパネルディスプレイに荷卸し忘れを通知するための画面を表示さ
せる。この際、制御部２０は、予定情報３０ｂに基づいて荷卸し忘れた荷物を示す情報を
特定し、タッチパネルディスプレイに表示させる。
【００７３】
　図５Ｂは、当該通知の例である。図５Ｂにおいては、荷卸し忘れの通知であることが画
面上部に示される。また、画面右側には、配達者が現在作業中の配達地点を示す情報とし
て路順を示す情報が表示される。当該表示は、現在の配達地点を示していればよく、配達
地点名称（店舗名等）や配達地点番号等であってもよい。
【００７４】
　また、図５Ｂにおいては、現在の路順（配達地点）で卸すべき荷物の数とその荷物の中
で現在荷卸し済の荷物の数が示されている。例えば、図５Ｂにおいては、路順０２で、卸
すべき荷物の数が２に対し、現在荷卸し済の荷物の数が１であるため、この路順０１の配
達地点に配達される荷物を一つ荷卸し忘れていることがわかる。
【００７５】
　図５Ｂの画面左側には、配達者が荷卸し忘れた荷物を示す情報が表示される。このよう
な荷卸し忘れが発生した場合の通知においては、予定に適合していない荷物に関する情報
が通知されると好ましいが、図５Ｂに示す例においては、配達者が荷卸し忘れた荷物のそ
れぞれの予定情報が表示される。例えば、図５Ｂにおいては、図２に示すＲＦＩＤ００６
が荷卸し忘れの荷物であることが想定されており、ＲＦＩＤを除く全ての予定情報が表示
されている。当該予定情報には、カラーコードや商品名などの、予定に適合していない荷
物に関する情報が含まれている。配達者は、この通知に基づいて、路順０２への荷物を荷
卸し忘れたことを認識し、例えば、カラーコードや商品名等に基づいて正しい荷物を探し
出し、配達車両から荷卸しする。
【００７６】
　ステップＳ３２５において、荷卸し忘れがあると判定されない場合、制御部２０は、ス
テップＳ３３０をスキップする。荷卸し作業が終了すると、配達者は、配達車両を運転し
て次の配達地点に向かう。全ての配達地点への配達が修了した場合、配達者は、出発地に
戻る。この場合、荷卸し忘れ通知処理は終了されてよい。なお、以上の処理において、荷
卸し忘れが発生したか否かは、荷卸し終了指示が行われた後に判定される。すなわち、荷
卸し終了指示は、配達者が配達地点毎の荷卸しを終了したと考えたタイミングで実施され
るため、このタイミングで荷卸し忘れの有無を確認することにより、荷卸し忘れが発生し
たままで出発されることを防止することができる。
【００７７】
　なお、荷卸し作業が終了しておらず、複数の荷物の荷卸し作業中である状態でステップ
Ｓ３２５の判定が行われる構成にすると、荷卸し作業中に継続して通知が行われる。この
場合、通知されている状態が通常の状態になってしまい、通知の効果が薄れてしまう。し
かし、荷卸し終了指示が行われた場合に荷卸し忘れの発生を判定し、荷卸し忘れの発生の
際に通知することにより、効果的に荷卸し忘れを通知することができる。
【００７８】
　（５）荷卸し間違い通知処理：
  次に、荷卸し間違い通知処理を説明する。荷卸し間違い通知処理も配達車両が出発地か
ら出発した後に実行される。従って、本実施形態において、荷卸し間違い通知処理は、荷
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卸し忘れ通知処理と並行して実施される
【００７９】
　図６Ａは、荷卸し間違い通知処理のフローチャートを示す図である。複数の配達車両の
それぞれに取り付けられた配達支援システム１０のそれぞれにおいて、制御部２０は、図
６Ａに示す荷卸し間違い通知処理を実行する。ここでも１台の配達車両に着目して処理を
説明する。荷卸し間違い通知処理が開始された状態で配達者は、配達車両を運転し、路順
に従って配達地点を訪問し、各配達地点で荷卸しを行う。
【００８０】
　本実施形態においては、ステップＳ４００，Ｓ４０２，Ｓ４０５，Ｓ４１５，Ｓ４２０
が荷卸し忘れ通知処理のステップＳ３００，Ｓ３０２，Ｓ３０５，Ｓ３１５，Ｓ３２０と
同様の処理になっている。ただし、ステップＳ４０２～Ｓ４２０の処理にステップＳ３１
０に相当する判定処理は存在せず、ステップＳ４３０以後にステップＳ４０５に戻るフロ
ーチャートが採用されている。従って、本実施形態においては、ステップＳ４０５で取得
された荷物情報に基づいてステップＳ４２５の判定（後述）が行われ、その後、ステップ
Ｓ４０５に戻る処理が繰り返される。この結果、配達車両内の荷室に積み込まれた荷物が
変化するたびに、その内容に応じた判定が行われる処理となる。
【００８１】
　ステップＳ４００は、Ｓ３００と同様の処理である。すなわち、荷卸し間違い通知処理
においても、配達車両が配達地点に到着したと判定された場合に、制御部２０は、ステッ
プＳ４０２以降を開始する。荷卸し間違い通知処理においては、ステップＳ４２０におい
て荷卸し予定の荷物が特定されると、制御部２０は、通知部２１ｃの機能により、荷卸し
間違いがあるか否かを判定する（ステップＳ４２５）。すなわち、制御部２０は、ステッ
プＳ４２０で特定された荷卸し予定の荷物と、ステップＳ４０５で取得された現在積み込
まれている荷物情報とを比較し、荷室に積まれているべき荷物が存在しない（荷卸しされ
ている）場合に、荷卸し間違いがあると判定する。この処理は、例えば、制御部２０が、
現在積み込まれている荷物情報のＲＦＩＤを特定し、当該ＲＦＩＤが、予定情報において
配達車両の識別情報に対応づけられた荷物であって現在の路順よりも後の路順で配達され
るべき荷物のＲＦＩＤと一致しているか否かに基づいて実行される。
【００８２】
　ステップＳ４２５において、荷卸し間違いがあると判定された場合、制御部２０は、間
違えた荷物と当該荷物の配達地点とを通知する（ステップＳ４３０）。すなわち、制御部
２０は、ユーザＩ／Ｆ部４１を制御し、タッチパネルディスプレイに荷卸し間違いを通知
するための画面を表示させる。この際、制御部２０は、予定情報３０ｂに基づいて卸し間
違えた荷物を示す情報を特定し、タッチパネルディスプレイに表示させる。さらに、制御
部２０は、予定情報３０ｂに基づいて当該荷物に対応づけられた配達地点に関する情報を
取得し、タッチパネルディスプレイに表示させる。
【００８３】
　図６Ｂは、当該通知の例である。図６Ｂにおいては、荷卸し間違いの通知であることが
画面上部に示される。また、画面右側には、配達者が現在作業中の配達地点を示す情報と
して路順（路順０１）を示す情報が表示される。当該表示は、現在の配達地点を示してい
ればよく、配達地点名称（店舗名等）や配達地点番号等であってもよい。図６Ｂに示す例
においては、コース番号Ｃ００１の配達に利用される配達車両（図２に示す識別情報Ｔ０
０１の配達車両）から、路順０２で荷卸しすべき荷物が、路順０１で荷卸しされた状態が
想定されている。
【００８４】
　この場合、当該荷物は荷卸し間違いであり、図６Ｂの画面左側には、配達者が卸し間違
えた荷物を示す情報が表示される。このような荷卸し間違いが発生した場合の通知におい
ては、予定情報に適合していない荷物の配達地点に関する情報が通知されると好ましいが
、図６Ｂに示す例においては、配達者が卸し間違えた荷物の予定情報が表示される。例え
ば、図６Ｂにおいては、図２に示すＲＦＩＤを除く全ての予定情報が表示されている。当
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該予定情報には、路順や配達地点番号、配達地点名称などの、荷物の配達地点に関する情
報が含まれている。配達者は、この通知に基づいて、間違えて荷室から荷卸しされた荷物
を特定し、当該荷物を荷卸しすべき配達地点を、例えば、路順や配達地点番号、配達地点
名称等に基づいて特定し、本来の配達車両で荷卸しできるように、再度の積み込みを行う
ことができる。
【００８５】
　ステップＳ４２５において、荷卸し間違いがあると判定されない場合、制御部２０は、
ステップＳ４３０をスキップする。ステップＳ４３０が実行された場合、またはスキップ
された場合、制御部２０は、ステップＳ４０５を繰り返す。荷卸し作業が終了すると、配
達者は、配達車両を運転して次の配達地点に向かう。全ての配達地点への配達が修了した
場合、配達者は、出発地に戻る。この場合、荷卸し間違い通知処理は終了されてよい。
【００８６】
　なお、以上の処理において、荷卸し間違いが発生したか否かは、ほぼリアルタイムで判
定され、荷卸し間違いが発生した場合に通知される。すなわち、ステップＳ４０５におけ
る荷物情報の取得は、短い間隔で繰り返して実行されるため、荷物情報３０ａはほぼリア
ルタイムで更新される。このため、ステップＳ４０５～Ｓ４３０が繰り返されることによ
り、配達者が荷物の荷卸し間違いをした場合、ほぼリアルタイムで荷物の荷卸し間違いの
通知を受けることができる。
【００８７】
　（６）他の実施形態：
  以上の実施形態は本発明を実施するための一例であり、予定に適合していない荷物の予
定情報を通知する限りにおいて、他にも種々の実施形態を採用可能である。例えば、図３
Ｂ，図４Ｂ，図５Ｂ，図６Ｂに示す通知は一例であり、他の態様であってもよいし、通知
内容の一部が省略され、または他の情報が追加されていてもよい。
【００８８】
　上述の実施形態を構成する各システムは、機能を共有したより少ない装置で構成されて
も良い。このような例としては、図１に示す少なくとも１台のシステムが、他の１台以上
のシステムと同一の装置で構成される例が挙げられる。例えば、配達支援システム１０と
ナビゲーションシステム６０とが一体の装置で構成されていても良いし、ナビゲーション
システム６０の一部（例えば、現在地の取得部）の機能が配達支援システム１０で実現さ
れても良い。
【００８９】
　むろん、配達支援システム１０、車両の任意の場所に備えられていても良いし、可搬型
の端末等であっても良い。さらに、図１に示すシステムがより多数のシステムで構成され
ても良い。例えば、配達支援システム１０がクラウドサーバで構成されても良いし、予定
情報管理サーバ１００がより多数のサーバで構成されても良い。
【００９０】
　また、配達支援システム１０を構成する各部（荷物情報取得部２１ａ、予定情報取得部
２１ｂ、通知部２１ｃ）の少なくとも一部が複数の装置に分かれて存在していても良い。
さらに、上述の実施形態の一部の構成が省略される構成や、処理が変動または省略される
構成も想定し得る。例えば、積み忘れ通知処理、積み間違い通知処理、荷卸し忘れ通知処
理、荷卸し間違い通知処理の少なくとも１個が省略される構成が実現されても良い。
【００９１】
　荷物情報取得部は、配達車両に荷物を積み込む際、荷物を卸す際の少なくとも一方に、
荷物に取り付けられたタグから読み取られた荷物を示す荷物情報を取得する。すなわち、
荷物情報取得部は、荷物に取り付けられたタグの読取を行うことで、配達車両への荷物の
積み込み作業が行われた荷物や、配達車両から荷卸し作業が行われた荷物を特定する。こ
の結果、配達車両に積載されている荷物と、配達車両に積み込まれていない荷物（荷卸し
された等の原因によって荷物情報に示されていない荷物）を特定することも可能である。
【００９２】
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　荷物情報は、荷物に取り付けられたタグから読み取られた情報であれば良く、読取部は
荷物情報取得部に含まれていてもよいし、読取部で読み取られた荷物情報が通信を介して
荷物情報取得部によって取得される構成であってもよい。また、読取部は、荷物のそれぞ
れに取り付けられた、荷物情報を示すタグを読み取ることができればよい。読取の形式は
限定されないが、作業効率を向上させるためには、無線通信によって荷物情報を読み取り
可能であることが好ましい。また、読取部は、荷室に積載され得る荷物の全てについて荷
物情報を読み取り可能であることが好ましい。
【００９３】
　読み取られた荷物情報は予定に適合しているか否かの判定に利用されれば良い。従って
、読取部による読取は、荷物を積み込む際、または荷物を卸す際の種々の場面で行われて
よい。このため、上述の実施形態のように荷室に積載された全ての荷物についての読取が
一定期間毎に繰り返されてもよいし、複数の荷物のそれぞれが荷室に搬入されたタイミン
グや荷室から搬出されたタイミングで個別の荷物のそれぞれについて読み込まれてもよい
。
【００９４】
　タグは、荷物情報を読み取ることができる装置であれば良い。従って、タグ自体に荷物
情報が記憶され、無線通信可能なＩＣタグ以外にも種々の構成が採用されてよい。例えば
、タグに１次元コードや２次元コードが記されており、当該コードが読み取られることに
よって荷物情報が読み取られてもよい。荷物情報は、少なくとも荷物を示していればよく
、荷物に対応づけられた識別情報以外にも、種々の情報、例えば、商品名やタグ自体に対
応づけられた識別情報であってもよい。
【００９５】
　配達車両は、荷物を積載可能な車両であればよく、荷室の構成や積載態様は限定されな
い。例えば、配達車両はトラックであってもよいし、ワンボックスやバン等の商用車であ
ってもよいし、乗用車であってもよい。
【００９６】
　予定情報取得部は、荷物の積み込み、または荷卸しの少なくとも一方の予定情報を取得
することができればよい。すなわち、配達車両における荷物の配達予定は予め決まってお
り、荷物毎に配達者が従うべき予定が予定情報に記述される。予定情報取得部は、当該予
定情報を取得することができればよく、各種の通信を介して当該予定情報を取得する。予
定情報を取得するタイミングは限定されず、少なくとも、配達者によって行われた行動が
予定に適合しているか否かを判定するタイミングで予定情報が取得されていればよい。
【００９７】
　予定情報は、荷物毎に配達者が従うべき予定を示していればよい。すなわち、各荷物の
積み込みに関する予定情報であれば、配達車両と、当該配達車両に積み込まれる荷物とを
対応づけた情報が予定情報に含まれる。各荷物の荷卸しに関する予定情報であれば、荷物
と当該荷物が卸される配達地点とを対応づけた情報が予定情報に含まれる。むろん、予定
情報には他の情報が含まれていてもよく、積載されるべき配達車両や、配達コース、配達
先（店名や店を示すコード、位置情報等）、荷物の内容（商品名や商品を示すコード等）
等を示す情報が含まれていてもよい。むろん、配達途中の配達地点で荷物が積み込まれる
予定であってもよい。
【００９８】
　また、上述の実施形態においては、配達業者が管理する全ての配達車両についての予定
情報が全ての配達車両の配達支援システム１０に送信されるが、配達車両毎の予定情報が
抜き出されて各配達車両に送信されてもよい。この構成において、予定情報として記録さ
れた予定は、配達支援システム１０が取り付けられた配達車両での予定であるため、どの
配達車両であるのか判定する処理は省略可能になる。
【００９９】
　通知部は、荷物情報と予定情報とに基づいて、予定情報に適合していない荷物を特定し
、当該荷物の予定情報を通知することができればよい。すなわち、予定情報は荷物の積み
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込みの予定、または荷卸しの予定の少なくとも一方を示しているので、積み込み予定の荷
物と異なる荷物が積み込まれると予定と異なる状況が発生し、積み込み予定の荷物が積み
込まれなければ予定と異なる状況が発生する。また、荷卸し予定の荷物と異なる荷物が荷
卸しされると予定と異なる状況が発生し、荷卸し予定の荷物が荷卸しされなければ予定と
異なる状況が発生する。
【０１００】
　これらの状況が発生している場合、当該行動に起因して予定外の状況となっている荷物
を正しい予定に適合させるための行動が、予定情報に基づいて明らかになる。そこで、通
知部により、当該荷物の予定情報を通知すれば、配達者が予定通りの配達を行いやすくな
る。予定に適合させるための行動を配達者に行わせるための通知は、種々の通知であって
よく、例えば、予定に適合していない荷物の正しい予定を示せば、配達者は、当該荷物を
予定に適合させるための行動をすぐに認識することが可能になる。
【０１０１】
　さらに、本発明のように、予定に適合していない荷物の予定情報を通知する手法は、プ
ログラムや方法としても適用可能である。また、以上のようなシステム、プログラム、方
法は、単独の装置として実現される場合もあれば、車両に備えられる各部と共有の部品を
利用して実現される場合もあり、各種の態様を含むものである。また、一部がソフトウェ
アであり一部がハードウェアであったりするなど、適宜、変更可能である。さらに、装置
を制御するプログラムの記録媒体としても発明は成立する。むろん、そのソフトウェアの
記録媒体は、磁気記録媒体であってもよいし半導体メモリであってもよいし、今後開発さ
れるいかなる記録媒体においても全く同様に考えることができる。
【符号の説明】
【０１０２】
  １０…配達支援システム、２０…制御部、２１…配達支援プログラム、２１ａ…荷物情
報取得部、２１ｂ…予定情報取得部、２１ｃ…通知部、３０…記録媒体、３０ａ…荷物情
報、３０ｂ…予定情報、４０…通信部、４１…ユーザＩ／Ｆ部、５０…読取部、５０ａ…
荷物、６０…ナビゲーションシステム、１００…予定情報管理サーバ
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